
議案第１０号 

 

川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

平成２８年 ２ 月１５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （川崎市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年川崎市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

  第３条第２項中「標準的な」を削り、「人事委員会規則で定める」を「、

等級別基準職務表（別表第７）に定めるとおりとする」に改め、同条第３項

中「すべて」を「全て」に改め、「職務を」の次に「前項に規定する等級別

基準職務表のほか」を加え、「前２項」を「第１項」に改める。 

  第６条の３第２項中「１００分の１２」を「１００分の１６」に改め、同

条第３項を削り、同条第４項中「前３項」を「前２項」に改め、同項を同条

第３項とする。 

  第７条の３第２項中「２３，０００円」を「３０，０００円」に、「４５，

０００円」を「７０，０００円」に改める。 

  第１３条の２第２項中「職員」の次に「（以下「管理監督職員」という。）」



を加え、同条第３項中「第１項の規定により管理職手当の支給を受ける職員」

を「管理監督職員」に改める。 

  第１３条の３第１項中「前条第１項の規定により管理職手当の支給を受け

る職員」を「管理監督職員」に改め、「休日等」の次に「（次項において「週

休日等」という。）」を加え、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時

又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間

であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管

理職員特別勤務手当を支給する。 

第１３条の３第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

  ⑴ 第１項に規定する場合 同項の規定による勤務１回につき、１２，０

００円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当該勤務

に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、

その額に１００分の１５０を乗じて得た額） 

  ⑵ 前項に規定する場合 同項の規定による勤務１回につき、６，０００

円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額 

  第１４条の３第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第

１４条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１

８条第１項本文」に改める。 

  第１６条の２第２項中「第１３条の２第１項の規定により管理職手当の支

給を受ける者」を「管理監督職員」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 















  別表第４から別表第６までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







備考�　この表は、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、保健師、助産師、看護師､
准看護師その他の医療技術職員（以下「医療技術職員」という。）に適用する｡















備考　１�　この表は、高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、講師､
助教諭、養護助教諭及び実習助手に適用する｡

　　　２�　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額
は、この表の額に８，９００円を加算した額とする。









別表第６の次に次の１表を加える。 

別表第７（第３条関係）  

等級別基準職務表 

給料表 職務の級 基準となる職務 

行政職

給料表 

⑴ 

１ 級 定型的業務を行う職務 

２ 級 高度の知識又は経験を必要とする職務 

３ 級 主任の職務 

４ 級 １ 係長又は担当係長の職務  

２ 係に相当する事業所の長の職務 

５ 級 課長補佐の職務  

６ 級 １ 課長又は担当課長の職務 

２ 課に相当する室の長の職務 

３ 課に相当する事業所の長の職務 

７ 級 １ 副区長の職務 

２ 部長又は担当部長の職務  

３ 部に相当する室の長の職務 

４ 部に相当する事業所の長の職務 

８ 級 １ 局長、本部長又は担当理事の職務 

２ 区長の職務 

３ 会計管理者の職務 

４ 委員会等の事務局の長の職務 

行政職

給料表

⑵ 

１ 級 技能的職務に従事する職（以下「技能職」という。）

又は単純労務に従事する職（以下「業務職」という。）

の職務 

２ 級 相当の技能又は経験を必要とする技能職又は業務職



の職務 

３ 級 高度の技能又は経験を必要とする技能職又は業務職

の職務 

４ 級 職長の職務 

医療職

給料表 

⑴ 

１ 級 医師又は歯科医師の職務 

２ 級 係長又は担当係長の職務 

３ 級 １ 課長又は担当課長の職務 

２ 課に相当する事業所の長の職務 

４ 級 １ 部長又は担当部長の職務 

２ 部に相当する事業所の長の職務 

３ 困難な業務を行う本庁若しくは事業所の課長若

しくは担当課長又は課に相当する事業所の長の職

務 

５ 級 １ 局長、本部長又は担当理事の職務 

２ 困難な業務を行う本庁若しくは事業所の部長若

しくは担当部長又は部に相当する事業所の長の職

務 

医療職

給料表

⑵ 

１ 級 医療技術職員の職務 

２ 級 高度の技術又は経験を有する医療技術職員の職務 

３ 級 主任の職務 

４ 級 １ 係長又は担当係長の職務 

２ 係に相当する事業所の長の職務 

５ 級 課長補佐の職務 

６ 級 １ 課長又は担当課長の職務 

２ 課に相当する事業所の長の職務 



７ 級 １ 部長又は担当部長の職務 

２ 部に相当する事業所の長の職務 

大学教

育職給

料表 

１ 級 １ 助教の職務 

２ 助手の職務 

２ 級 講師の職務 

３ 級 准教授の職務 

４ 級 学長又は教授の職務 

高等学

校教育

職給料

表 

１ 級 講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務 

２ 級 １ 教諭又は養護教諭の職務 

２ 高度の知識、経験又は技能を有し、実習指導に

あたる実習助手の職務 

３ 級 総括教諭又は主幹教諭の職務 

４ 級 副校長又は教頭の職務 

５ 級 校長の職務 

消防職

給料表 

１ 級 消防士の職務 

２ 級 １ 消防士長の職務 

２ 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 

３ 級 主任の職務 

４ 級 係長、担当係長又は出張所長の職務 

５ 級 課長補佐の職務 

６ 級 課長、担当課長又は副署長の職務 

７ 級 部長、担当部長又は署長の職務 

８ 級 局長又は担当理事の職務 

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１３８条第２項の規定により議会に置かれる



事務局並びに同法第１８０条の５第１項の規定により置かれる委員

会（教育委員会を除く。）及び委員の事務局をいう。 

 （川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１６年川

崎市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

 円 

１ ３７１，０００ 

２ ４１９，０００ 

３ ４７１，０００ 

４ ５３２，０００ 

５ ６０７，０００ 

６ ７０９，０００ 

７ ８２９，０００ 

  第７条第２項を次のように改める。 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は

識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおり

とする。 

  第８条第２項中「支給を受ける職員」及び「支給を受ける者」を「管理監

督職員」に改める。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第７条関係） 

号給 基準となる職務 



１ 

 

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用し

て従事する職務 

２ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用し

て従事する困難な職務 

３ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用し

て従事する特に困難な職務 

４ 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知織経験を活

用して従事する特に困難な職務 

５ 特に高度の専門的な知織経験を有する者がその知識経験を活

用して従事する特に困難で重要な職務 

６ 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が

その知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務 

７ 極めて高度の専門的な知織経験又は優れた識見を有する者が

その知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職

務 

（川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部

改正） 

第３条 川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平

成２４年川崎市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

第５条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

 円 

１ ３９３，０００ 

２ ４５３，０００ 

３ ５１５，０００ 

４ ５９５，０００ 

５ ６９２，０００ 



６ ７９０，０００ 

  第５条第２項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

 円 

１ ３２７，０００ 

２ ３６３，０００ 

３ ３９１，０００ 

  第５条第３項を次のように改める。 

３ 任命権者は、第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員の号給を、そ

の者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等

に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表

に定めるとおりとする。 

  第６条第３項中「支給を受ける職員」を「管理監督職員」に改める。 

  附則の次に次の別表を加える。 

 別表（第５条関係）   

職員の

区 分 
号給 基準となる職務 

第１号

任期付

研究員 

１ 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当

該研究分野において特に優れた研究者と認められてい

る者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して

行う研究員の職務 

２ 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当

該研究分野において特に優れた研究者と認められてい

る者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立

して行う研究員の職務 

 ３ 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等によ

り当該研究分野において特に優れた研究者と認められ 



 

 

 ている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を

独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づ

き研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行

う職務 

４ 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等によ

り当該研究分野において特に優れた研究者と認められ

ている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で

重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識

経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわた

り調整、指導等を行う職務 

５ 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等に

より当該研究分野において特に優れた研究者と認めら

れている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究

で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知

識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり

統括、調整等を行う職務 

６ 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等に

より当該研究分野において極めて優れた研究者と認め

られている者がその知識経験等に基づき特に困難な研

究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又は

その知識経験等に基づき特に重要な研究について広範

囲にわたり統括、調整等を行う職務 

第２号

任期付

研究員 

１ 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経

験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して

行う研究員の職務 

２ 博士課程修了後、特別研究員制度（特別の法律により

設立された法人等によって運営され、主として博士課

程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等にお

いて研究する機会を提供することを内容とする制度を 



 いう。）等により数年にわたり研究に従事したことの 

ある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が

当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職

務 

 ３ 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事した

ことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有す

る者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行

う研究員の職務 

（川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年川崎市条例第７１号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第１０項中「、これら」を「これら」に改め、「の額」の次に「、川

崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２８年川崎市条

例第  号）附則第２項から第４項までの規定による給料を支給される職員

にあってはこれらの額に同条例附則第２項から第４項までの規定による給料

の額を加算した額」を、「には」の次に「、平成３１年３月３１日までの間」

を加える。 

附則第１３項を次のように改める。 

 １３ 前３項の規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲

げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

川崎市任期付職員

の採用及び給与の

特例に関する条例

給料月額 給料月額と川崎市職員の給与に関

する条例及び川崎市任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例



第７条第４項及び

給与条例第４条の

２第２項 

の一部を改正する条例（平成１８

年川崎市条例第７１号）附則第１

０項から第１２項までの規定によ

る給料の額との合計額 

川崎市立高等学校

の教育職員の給与

等に関する特別措

置に関する条例（昭

和４６年川崎市条

例第５９号）第３

条第１項 

給料月額 給料月額（川崎市職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例

（平成２８年川崎市条例第  号）

附則第２項から第４項までの規定

による給料を支給される職員にあ

っては、給料月額に同条例附則第

２項から第４項までの規定による

給料の額を加算した額）と川崎市

職員の給与に関する条例及び川崎

市任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する

条例（平成１８年川崎市条例第７１

号）附則第１０項から第１２項ま

での規定による給料の額との合計

額 

附則別表第４の⑴及び⑵の表を次のように改める。 

 

 

 









附則別表第４の⑷から⑹までの表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









  附則別表第４の⑻の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





（川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第５条 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３２年

川崎市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第９条の３中「臨時又は」を「臨時若しくは」に、「又は休日において」

を「若しくは休日（以下この条において「週休日等」という。）において勤

務する場合又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により週休日

等以外の日の午前０時から午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の

時間に」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

２ 平成２８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き同一

の給料表の適用を受ける職員（切替日の前日において適用される給料表並び

にその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号

給欄に掲げるものである職員に限る。）で、その者の受ける給料月額（川崎

市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）別表第５備考第２

項又は附則第７項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適

用がないものとした場合の額。以下この項において同じ。）が同日において

受けていた給料月額に１００分の９６．４７を乗じて得た額（その額に１０

０円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下「保障額」と

いう。）に達しないこととなる職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）

には、平成３１年３月３１日までの間、給料月額のほか、その差額に相当す

る額を給料として支給する。 

３ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職



員を除く。）について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上

必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めると

ころにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 

４ 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任

用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給される職員との権衡上

必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めると

ころにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 

５ 前３項の規定による給料を支給される職員（川崎市職員の給与に関する条

例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例附則第１０項から第１２項までの規定による給料を支給される職員を

除く。）に関する川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に

関する条例（昭和４６年川崎市条例第５９号）第３条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川崎市職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例（平成２８年川崎市条例第  号）附

則第２項から第４項までの規定による給料の額との合計額」とする。 

６ 附則第２項から第４項までの規定による給料を支給される職員に関する川

崎市職員退職手当支給条例（昭和２３年川崎市条例第７３号）附則第５項の

規定の適用については、同項中「市長が定めるもの」とあるのは「市長が定

めるもの及び川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２８年川崎市条例第  号）第１条の規定による給料月額の減額改定」とす

る。 

７ 給与条例別表第５の高等学校教育職給料表の４級である職員（切替日の前

日において同表の３級であった職員で、同日において適用される号給が附則

別表高等学校教育職給料表の項の号給欄に掲げるものである職員に限る。）

に対する給与条例別表第５の高等学校教育職給料表の適用については、第１



号に掲げる額が第２号に掲げる額に達しない場合にあっては、当該給料表に

掲げる給料月額は、同表の規定にかかわらず、その差額に相当する額を、同

表の規定による給料月額に加えた額とする。 

⑴ 給料月額と附則第２項から第４項までの規定による給料の額との合計額 

⑵ 保障額にその額に１００分の４を乗じて得た額を加えた額 

（人事委員会規則への委任） 

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、人事委員会規則で定める。 

（川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例の一部改正） 

９ 川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例（昭和４１年川崎市条例第４

４号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（給料の切替えに

伴う経過措置）」を加え、附則に次の１項を加える。 

３ 管理者には、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 (平

成２８年川崎市条例第  号）附則第２項から第４項までの規定に準じて、

給料を支給する。 

附則別表 

給料表 職務の級 号給 

行政職給料表⑴ 

３ 級  １２５号給から１４９号給まで 

４ 級 １０３号給から１３７号給まで 

５ 級 ６９号給から１０５号給まで 

６ 級 ３７号給から８５号給まで 

７ 級 ３８号給から７７号給まで 

８ 級 ３４号給から７３号給まで 

行政職給料表⑵ 
３ 級 １２３号給から１４９号給まで 



４ 級 １０２号給から１３７号給まで 

医療職給料表⑵ 

３ 級  １２５号給から１４９号給まで 

４ 級 １０３号給から１３７号給まで 

５ 級 ６９号給から１０５号給まで 

６ 級 ３７号給から８５号給まで 

７ 級 ３８号給から７７号給まで 

大学教育職給料表 
３ 級  ６９号給から１０９号給まで 

４ 級 ５１号給から１０９号給まで 

高等学校教育職給料

表 

２ 級 １３８号給から１６５号給まで 

３ 級 ９３号給から１０９号給まで 

４ 級 ６９号給から８５号給まで 

５ 級 ３２号給から５７号給まで 

消防職給料表 

３ 級  １２５号給から１４９号給まで 

４ 級 １０３号給から１３７号給まで 

５ 級 ６９号給から１０５号給まで 

６ 級 ３７号給から８５号給まで 

７ 級 ３８号給から７７号給まで 

８ 級 ３４号給から７３号給まで 

 



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた平成２７年１０月８

日付け報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額及び諸手当の額の改定を

行うこと、地方公務員法の一部改正に伴い、等級別基準職務表を定めること等

のため、この条例を制定するものである。 


